
高松市美術館清掃業務委託特記仕様書 

第１ 業務概要 

１ 委託業務名 

高松市美術館清掃業務委託（長期継続契約） 

２ 履行場所 

高松市紺屋町１０番地４（高松市美術館）（延べ面積 9,875.8 ㎡） 

３ 履行期間 

令和４年７月１日から令和７年６月３０日まで 

４ 本特記仕様書で定められていない事項については、建築保全業務共通仕様書（国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修。以下「国交省共通仕様」という。）によるものと

する。 

５ 本特記仕様書で使用する用語の意義は、特に明記するもののほか、国交省共通仕様

で使用されている用語の例による。 

６ 本特記仕様書及び国交省共通仕様で使用されている次の表の左欄に掲げる用語は、

契約書においては当該右欄に掲げる用語と同義である。 

本特記仕様書及び国交省共通仕様の用語 契約書の用語 

業務担当者 受注者の使用人 

施設管理担当者 監督職員 

７ 施設管理担当者を置かない場合は、本特記仕様書及び国交省共通仕様中「施設管理

担当者」とあるのは、「発注者」と読み替える。 

第２ 仕様 

１ 清掃の対象となる部分及び業務の範囲 

  別表及び別図（平面図）のとおりとする。 

  別表において「市基本仕様」とは、同表の場所・区域及び区分ごとに、国交省共通

仕様について市の独自要素に基づく修正を加えたもので、財産経営課（ファシリ

ティマネジメント推進室）ホームページに掲載しているものをいう。 

２ 業務時間 

(１) 日常的に行う清掃（1W 及びこれよりも短い清掃の周期で行う作業をいう。） 

日常清掃業務等の日常的に行う作業の実施については、高松市美術館休館日を除く

日の、午前７時から午後８時までの間に実施する。ただし、展示室（常設展示室Ⅰ・

Ⅱ、一般展示室、企画展示室及び市民ギャラリー）は、午前７時から午前９時までの

間に実施すること。 

(２) (１)に掲げる清掃以外 

 原則として、高松市美術館休館日（１２月２９日～１月３日を除く。）の、午前８

時から午後８時までの間に実施すること。なお、実施時期等については、施設管理担

当者との事前協議による。 



（３）高松市美術館の休館日 

年末年始（１２月２９日～１月３日）と月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日） 

が休館日である。ただし、館運営の都合により、年に２～３日程度、休館日に臨時 

開館することがある。 

３ 業務関係図書 

(１) 業務計画書 

国交省共通仕様第１編第１章第２節 1.2.1 に定める業務計画書は、契約書で定め

る期限までに、発注者に提出しなければならない。そのひな形は別紙１のとおり

とする。 

 (２) 作業計画書 

国交省共通仕様第１編第１章第２節 1.2.2 に定める作業計画書のひな形は別紙２

のとおりとする。 

 (３) 清掃器材等明細書 

清掃業務の目的で使用する清掃器材等（洗剤、器具、その他の消耗品等をいい、

衛生消耗品及び業務の実施に必要なごみ袋を除く。）については、業務の実施前

に、明細書を作成し、発注者に提出しなければならない。書式は任意とする。 

(４) 月間作業日報 

ア 国交省共通仕様第４編第１章第１節 1.1.8 による報告書のひな形は別紙３の

とおりとする。日々の作業終了後、速やかに施設管理担当者に提出すること。 

イ 職員（施設管理担当者）から指示された特定箇所の清掃については、別紙６

のうち該当欄を当該箇所に掲示し、日々、清掃従事者が実施状況について記録

するものとする。 

なお、掲示・記録したものを、月間作業日報に併せて提出するものとする。 

(５) 打合簿 

月間作業日報にいう「施設管理担当者との打合記録」のひな形は、別紙４のとお

りとする。 

(６) 定期清掃の実施についての写真撮影及び記録票 

定期清掃の実施については、作業前、作業中及び作業後の写真を、カメラの機能

又は小黒板の写し込みにより、作業日入りで撮影し、提出しなければならない。 

月間作業日報にいう「定期清掃記録票」のひな形は、別紙５のとおりとする。 

(７) 自主点検報告書 

国交省共通仕様第４編第１章第１節 1.1.9 に定める自主点検の報告は、３月内ご

とに１度、書面でしなければならない。書式は任意とする。 

４ 業務責任者 

(１) 資格 

  次のいずれも満たす者であること。 



ア 常勤の自社社員であること。 

イ １級ビルクリーニング技能士又は清掃業務について作業の内容判断ができる技

術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し実務経験６年以上であること。 

 (２) 届出書の提出 

  下記７を準用する。 

（３) 業務責任者の複数配置 

  複数の業務責任者を置くことができるが、「建築物における衛生的環境の確保に

関する法律（昭和４５年法律第２０号）」に従って、業務を行うこと。 

５ 受注者の負担の範囲 

業務の実施に当たり、必要な経費は受注者の負担とする。 

(１) 業務の実施に必要な清掃用機材 

(２) 業務の実施に必要な消耗品 

６ 支給材料等 

(１) 業務対象施設内の電気及び水道 

(２) 衛生消耗品及び業務の実施に必要なごみ袋 

(３) フローリング用洗剤（フローリング用ワックスは含まない） 

７ 業務担当者 

受注者は、業務担当者を適正に配置するものとし、当該業務に先立って、業務関係

者届出書（業務担当者の氏名、経験年数、資格等）に必要な書類を添付して発注者

に提出する。業務担当者に変更があった場合及び代替要員を用いる場合も、同様と

する。 

８ 廃棄物の処理 

業務の実施に伴い発生した廃棄物・廃液の処理費用の負担は受注者負担とする。た

だし、ゴミの収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は発注者の負担とする。 

収集した廃棄物の集積場所は発注者の指示による。 

９ 業務の検査 

受注者は、発注者の指示に従い、業務の検査を受ける。 

(１) 業務完了検査 

(２) 委託料請求に伴う履行検査 

１０ 清掃業務に伴う施設利用 

(１) 居室等の利用 

本業務を実施するために、次の居室等を供用することができる。 

清掃員控室 

 １１ 高松市美術館の特殊要件 

(１)  展示室内の清掃及び薬品等の使用は、展覧会担当学芸員及び担当職員の指示

に従うこと。 



(２)  周囲に洗剤等が飛散するおそれがある場合は、作品や図書周辺などに養生を

施すなど、周囲に飛散しないように特に注意すること。なお、洗剤等の使用や

履行日については、事前に担当学芸員及び担当係員と協議しておくこと。 

(３)  フローリングの清掃については、水拭きはしないこと。また、フローリング

用のワックスについては、市美術館が指定するものを使用すること。ただし、

フローリング用洗剤については、支給する。 

(４)  本業務の遂行につき損害（発注者、第三者、財物等）が生じた場合の対応と

して、受注者は保険等に加入すること。 

１２ その他 

 (１) 作業の実施に当たり、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えた場

合は、受注者がその責めに任ずるものとする。 

(２) 作業の実施中において、破損個所を発見した場合又は設備の清掃において不具

合な箇所を発見した場合は、直ちに施設管理担当者まで報告すること。 

(３) 電気、水道等の使用に当たっては、制限容量内のものを使用するものとし、極

力節約に努めること。 

(４) ４年目の３ヶ月間に、行わなければならない定期清掃は次のとおりとする。 

１・中２・２・３階便所（洗面所）計６ヵ所 １月に１回 各計３回 

 

 

 

 

 


